


は じ め に

最近の消費者を取り巻く状況は、流通の広域化・国際化、インターネット取引の普及、

ライフスタイルの多様化などにより、急激に変化しています。

このような時代を反映し、市民の平穏な生活を直接侵害する悪質商法等は依然として後

を絶たず急増しており、更に悪質化、巧妙化、広域化する傾向にあります。

これに対して、行政による法整備や業者規制等の対策には限界があり、消費者は自己の

利益の確保・防衛のためには、従来の行政によって守られる「弱者」という立場から転換

し、自立した主体としての積極的な行動と、さらにはその結果について責任を負うという、

いわゆる「自己責任」の自覚を持つ必要があります。

平成１６年６月２日に施行された、消費者基本法（改正消費者保護基本法）においても、

旧法では消費者の保護を打ち出していたものが修正され、「消費者の自立を支援する」こ

とが新たな基本理念として位置付けられました。

生活相談課では、今後とも消費者被害の救済・予防に努めるとともに、消費者の自立を

支援するため、消費者啓発により一層力を注いで行きたいと考えております。

この冊子は、生活相談課が平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までに取り

扱った、消費生活苦情相談のあらましをまとめたものです。

各種の統計や苦情相談の事例を掲載しましたので、「自立した消費者」、「賢い消費者」

になるための情報源として、ご利用いただければ幸いです。

平成１８年５月

八 戸 市 市 民 生 活 部

生 活 相 談 課
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Ⅰ 生活相談課の消費生活相談体制



１ 生活相談課の役割

消費生活において、事業者と消費者の間の取り引きに関して生じたトラブルは、当事

者どうしが直接話し合い解決するのが望ましいことです。

しかし、実際には、お互いの話しが平行線のままどうにもならないとか、法律的なこ

とが判らないなどの理由で、あきらめてしまうことが多いと思われます。

このため、生活相談課は、消費者の安全と利益を守るための相談窓口として、商品や

サービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどに対するアドバイスを公正な

立場で行っています。

２ 体制機構図

経済産業省 商務情報政策局 消費経済政策課

国 内閣府 国民生活局 消費者調整課

国民生活センター

青森県環境生活部 県民生活文化課
県

青森県消費生活センター

八戸市市民生活部 生活相談課
市

消費生活センター

調 査 苦 情
事 業 者 消 費 生 活 相 談 員 消 費 者

回 答 回 答

照会・依頼 回 答

注意・改善

公正取引委員会
関 係 機 関

保健所等
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３ 相談窓口開設場所及び開設日

⑴ 開設場所 八戸市庁別館５階生活相談課 消費生活センター

⑵ 開 設 日 毎週月曜日～金曜日（ただし、祝日、年末年始は休み）

⑶ 開設時間 午前８時３０分～午後５時

４ 受付の範囲

消費生活における事業者と消費者の間に生じた安全・衛生・品質・機能・価格・料金

計量・量目・表示・広告・販売方法・契約（解約）等に関する相談。

５ 助言・指導と斡旋

窓口で受け付けた相談は、単に相手方に取り次ぐだけでなく、解決に必要な情報を提

供するなどして解決に努める。

相談者が自力で解決することが困難であると判断したときは、相談員が業者等と直接

交渉を行なう。

受け付けた相談の解決にあたって、より適切な専門機関等が存在するときは、相談者

に紹介する。

６ 消費生活相談員

消費生活にかかわる相談及び苦情の処理に必要な専門知識を有する、消費生活相談員

を３名配置している。

－２－



Ⅱ 平成１７年度消費生活相談の概要



0

5 0 0

1 , 0 0 0

1 , 5 0 0

2 , 0 0 0

2 , 5 0 0

3 , 0 0 0

3 , 5 0 0

4 , 0 0 0

１ 相談件数の年次推移

平成１７年度の相談件数は、２，８００件となり前年度に比べ９７９件（２５．９％）
減少した。
しかし、５年前の平成１３年度と比較すると１，６８６件（２５１．３％）の増加となる。
過去５年間の相談件数の推移を見ると、平成１６年度までは年々増加し、平均増加率は

５２．８％となる。平成１７年度の相談件数は減少したものの、経済の低迷による多重債
務者の増加や悪質商法の巧妙化などにより、今後も高水準で推移することが予想される。

２ 相談概要

⑴ 相談方法別 ⑵ 相談内容別

件数 3,779

2,844 2,800

1,467
1,114

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

合 計
合 計 ２，８００
２，８００

－３－



0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

⑶ 相談者年代別・性別

相談者の性別内訳は、男性９６５件（３６．３％）、女性１，６９０件
（６３．７％），その他・不明１４５件であった。
前年度と比較すると、男性は２４７件（２０．４％）、女性が６５８件（２８．０

％）と減少した。
７０代以上が増加したが、他の全ての年代で減少した。その中で４０代～５０代の

女性の相談が昨年同様多い。

件数

男性

女性

20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

※ 不明・団体（性別、年代いずれか不明も含む）１４５件は除いています。

⑷ 当事者年代別・性別

当事者の性別内訳は、男性１，１７４件（３６．２％）、女性１，４４２件
（５５．１％）、その他・不明１８４件であった。
年代別では２０代以降の年代別・男女別とも格差がなくなった。前年度と比較す

ると、５０代までがほとんど減少したが、特に３０代女性４３２件（６４．３％）、
４０代女性３１６件（５４．３％）、５０代女性１９３件（４１．４％）が激減し
た。一方で、高齢者である６０代女性８１件（４９．１％）、７０代女性９４件
（８１．０％）が増加した。
件数

男性

女性

20代未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

※ 不明・団体（性別、年代いずれか不明も含む）１８４件は除いています。
－４－

246

128

246

112
210

50
22

220 185
226 240

192

266 273

15

169143
190

257

158

395

207

434

149

262

103

167

6



0 5 0 0 1 , 0 0 0 1 , 5 0 0 2 , 0 0 0

⑸ 当事者職業別

給与生活者が全体の４１．０％を占め、無職の２１．１％、家事従事者の
２０．８％と続く。
前年度と比較すると、無職者の増加が２３１件（１６４．２％）と著しい。

⑹ 相談者市町村別 ⑺ 当事者市町村別

市町村名 件 数 市町村名 件 数

１ 八 戸 市 ２５３５ １ 八 戸 市 ２４５２

２ 階 上 町 ５２ ２ 階 上 町 ４８

３ 五 戸 町 ２７ ３ 五 戸 町 ２８

４ 三 沢 市 ２４ ３ 三 沢 市 ２４

５ 十 和 田 市 ２０ ５ 十 和 田 市 ２２

６ 福 地 村 １６ ６ 三 戸 町 １８

７ 名 川 町 １１ ７ 百 石 町 １８

７ 三 戸 町 １８ ８ 名 川 町 １２

９ 県内・その他 ６２ ９ 県内・その他 ６５

１０ 県 外 ２７ １０ 県 外 １１０

１１ 不 明 ８ １１ 不 明 ３

合 計 ２８００ 合 計 ２８００

件数

－５－

給 与 生 活 者

自 営 ・ 自 由 業

家 事 従 事 者

そ の 他 ・ 不 明

団 体

学 生

無 職

25 3

1 , 1 4 7

5 8 2

5 9 1

1 2 3

8 8

1 6



⑻ 処理結果

⑼ 契約・購入金額

件 数 構成比（％）

１ 万 円 未 満 ５７ ２．０

５ 万 円 未 満 １７５ ６．２

１ ０ 万 円 未 満 １５７ ５．６
契

５ ０ 万 円 未 満 ２２４ ８．０
約

１００万円未満 １０４ ３．７
・

５００万円未満 ６６ ２．４
購

１ 千 万 円 未 満 ７ ０．３
入

５ 千 万 円 未 満 ８ ０．３
金

不 明 ２，００２ ７１．５
額

合 計 ２，８００ １００．０

合計金額（円） ５１３，４７８，６３８

平均金額（円） ６４３，４５６

既支払 合計金額（円） １６９，０６６，６９９

金 額 平均金額（円） ２１５，０９７

件 数 構成比（％）

他 機 関 紹 介 ２１ ０．８

助 言 ２，５２７ ９０．５

処 その他情報提供 ２５ ０．９

理 斡 旋 解 決 １５６ ５．６

結 斡 旋 不 調 １５ ０．５

果 斡 旋 不 能 １ ０．０

処 理 不 要 ４８ １．７

合 計 ２，７９３ １００．０

処 理 即 日 処 理 ２，７１１ ９７．１

期 間 継 続 処 理 ８２ ２．９

※ 処理継続中 ７件を除く

－６－



３ 相 談 内 容

�� 商 品 ・ 役 務 別
（単位：件）

内 容 別 相 談 件 数
内 容 別 受 �ƒ

う 法 価 計 表 販 契 接 包 施 買 生 そ
付 ち

苦 規 格 量 示 売 約 客 装 設 物 活
件 情 ・ ・ ・ ・ �ƒ ・ ・ ・ の 計

件 基 料 量 広 方 解 対 容 設 相 知
商品・役務別 数 数 約

�„ 準 金 目 告 法 �„ 応 器 備 談 識 他

Ａ．商 品 一 般 562 ( 554) 1 1 3 342 549 1 1 3 901

Ｂ．食 料 品 77 ( 76) 4 8 15 1 14 51 61 7 161

Ｃ．住 居 品 84 ( 78) 3 8 17 1 56 62 2 1 1 151

Ｄ．光 熱 水 品 5 ( 5) 1 1 2 2 2 8

Ｅ．被 服 品 40 ( 39) 2 9 3 17 33 5 69

Ｆ．保 健 衛 生 品 64 ( 64) 4 3 20 4 43 54 4 1 133

Ｇ．教 養 娯 楽 品 158 ( 153) 3 24 10 123 100 3 1 1 2 267

Ｈ．車 両 ・ 乗 り 物 56 ( 53) 4 5 1 9 3 13 51 12 98

Ｉ．土地・建物・設備 41 ( 36) 1 6 1 4 1 21 30 3 2 69

Ｊ．他 の 商 品 1 ( 1) 1 1 1 3

商 品 計 1,088 (1,059) 17 37 2 100 1 39 669 943 39 2 0 1 2 8 1860

Ｋ．ク リ ー ニ ン グ 8 ( 8) 1 7 2 1 5 5 21

Ｌ．ƒ Œ ƒ “ ƒ ^ƒ ‹ • Eƒ Š • [ ƒ X• E貸借 72 ( 61) 3 4 25 14 70 9 1 126

Ｍ．工事・建築・加工 58 ( 47) 2 6 2 16 29 41 6 3 105

Ｎ．修 理 ・ 補 修 26 ( 24) 1 1 10 16 26 54

Ｏ．管 理 ・ 保 管 1 ( 1) 1 1

Ｐ．役 務 一 般 21 ( 21) 1 8 19 1 29

Ｑ．金融・保険 ƒT•[ビƒX 663 ( 630) 1 8 88 71 125 629 21 3 946

Ｒ．運輸・通信 ƒT•[ビƒX 538 ( 532) 2 59 136 210 520 7 2 936

Ｓ．教 育 サ ー ビ ス 13 ( 11) 1 1 13 15

Ｔ．教養娯楽サービス 87 ( 85) 10 1 40 73 43 2 2 171

Ｕ．保健・福祉 ƒT•[ビƒX 39 ( 29) 3 2 5 22 24 4 6 66

Ｖ．他 の 役 務 51 ( 48) 3 5 24 48 2 82

Ｗ．内職・副業・相場一般 52 ( 48) 5 10 44 30 89

Ｘ．他の行政サービス 11 ( 10) 1 5 4 1 11

役 務 計 1,640 (1,555) 7 22 13 220 1 269 572 1473 57 0 0 0 0 18 2652

Ｚ．他 の 相 談 72 ( 41)

合 計 2,800 ( 2,655) 24 59 15 320 2 308 1241 2416 96 2 1 2 26 4512

※ 内 容 別 相 談 件 数 は 重 複 件 数
－７－
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